
総和庁舎　℡92-3111
古河庁舎　℡22-5111
三和庁舎　℡76-1511
健康の駅　各課直通電話番号
古河福祉の森会館　各課直通電話番号

各庁舎の住所は33ページをご覧ください
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市
役
所
か
ら

各
施
設
の
臨
時
休
館

■
と
ね
ミ
ド
リ
館

期
日　
7
月
29
日
㈪

問　
と
ね
ミ
ド
リ
館

℡
９
２
‐
４
０
０
０

■
ヤ
ク
ル
ト
は
な
も
も
プ
ラ
ザ

期
日　
8
月
3
日
㈯
・
4
日
㈰

問　
ヤ
ク
ル
ト
は
な
も
も
プ
ラ
ザ

℡
２
１
‐
１
２
５
５

と
ね
ミ
ド
リ
館
の
一
部
休
館

　
多
目
的
ホ
ー
ル
と
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ホ
ー

ル
の
み
利
用
可
能
で
す
。
図
書
の
利
用

に
つ
い
て
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

期
間　
8
月
1
日
㈭
～
11
月
30
日
㈯

問　
と
ね
ミ
ド
リ
館

℡
９
２
‐
４
０
０
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日
・
場
所　

８
月
11
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
課

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
12
時

問　

市
民
総
合
窓
口
課

篆て
ん

刻こ
く

美
術
館
・
古
河
街
角
美
術
館

の
開
館
延
長

　

古
河
花
火
大
会
の
開
催
に
合
わ
せ
、

17
時
か
ら
館
内
を
無
料
開
放
し
ま
す
。

日
時　
8
月
3
日
㈯
17
時
～
20
時
15
分

(

荒
天
翌
日)

問　
篆
刻
美
術
館
℡
２
２
‐
５
９
１
１

古
河
花
火
大
会
翌
日
の
清
掃
活
動

　
河
川
敷
の
清
掃
を
行
い
ま
す
。
市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　
８
月
４
日
㈰
６
時

場
所　
古
河
ゴ
ル
フ
リ
ン
ク
ス
前
堤
防

問　

商
工
観
光
課

都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る

住
民
説
明
会

期
日　
①
7
月
29
日
㈪
②
7
月
31
日
㈬

※
内
容
は
両
日
と
も
同
じ
で
す
。

時
間　
19
時

場
所　
①
野
本
電
設
工
業
コ
ス
モ
ス
プ

ラ
ザ
②
サ
ン
ワ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ル
ス
ペ
ー

ス
Ｕ
古
河

問　

都
市
計
画
課

納税通知書の発送予定日　7月5日㈮

　国民健康保険税は、世帯主が納税義務者です。世
帯主が社会保険などに加入している場合でも、その
世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主に納税通知
書が届きます(擬制世帯主)。

　令和6年度国民健康保険税納税通知書を送付します ～期限内の納付にご協力ください～
　
　保険税は加入者の所得申告に基づいて算定しま
す。収入がない人も必ず申告してください。
　会社の健康保険に加入した場合は、国民健康保険
の脱退の手続きが必要です。家族に社会保険等に加
入している人がいる場合は、扶養として社会保険等
に加入できるかご確認をお願いします。　

国保年金課からのご案内

　
　あらかじめ市に申請し、交付された認定証を医療
機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担
限度額(月額)までとなります。マイナ保険証(保険
証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用す
る場合、医療機関へ認定証の提示は必要ありません。
申請要件　・国民健康保険税に滞納がないこと
　　　　　・住民税未申告世帯でないこと
※70歳以上75歳未満の人は所得区分により申請不
要の場合があります。
■マイナ保険証を利用する場合
　マイナンバーカードを保険証として利用できる医
療機関では、患者本人が情報提供に同意することで、

認定証を提示せずに自己負担限度額(月額)が適用さ
れます。申請要件に該当しているときは、医療機関
で手続きをしてください。
※詳細は、2次元コードをご確認ください。
■市の窓口へ申請する場合
申請手続き
認定証の有効期限は7月31日㈬です。8月以降も認
定証を使う場合は、再度申請してください
持参物
・認定証が必要な人の保険証
・窓口に来る人の本人確認書類

　国保加入者の「国民健康保険限度額適用認定証」～高額な医療費の窓口負担を軽減します～

　後期高齢者医療制度の保険証および納入通知書を送付します
　
　7月中旬に後期高齢者医療被保険者証(えんじ色)および後期高齢者医療保険料納入通知書を送付します。
対象者は75歳以上の人および65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定を受けている人です。

　7月中旬に新しい被保険者証(70歳以上75歳未満の人には被保険者証兼高齢受給者証)を送付します。

　国民年金の付加年金制度
　
　国民年金定額保険料に付加保険料を上乗せして納
付することで、将来受け取る年金に付加年金が加算
される制度があります。
付加保険料　月額400円
※付加保険料の納付は、申請月分からになります。
付加年金額(年額)　200円×付加保険料納付月数

対象　国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加
入被保険者
※保険料の免除を受けている人や基金に加入してい
る人等は、付加保険料の納付はできません。
持参物　年金番号が分かるもの、本人確認書類

　国保加入者に8月からの保険証を送付します

　7月は窓口や電話が大変混雑し、待ち時間が長くなる場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁
ください。各種申請は 国保年金課、 市民総合窓口課、 市民総合窓口室で受け付けています。
問　 国保年金課

　12月2日から現行の保険証は新規発行されませんが、7月中旬に送付する保険証は有効期限まで利用でき
ます。

　保険証の有効期限

試験日　1次：9月22日㈰、2次：10月中旬(予定)
　　　　3次：11月中旬(予定)
※建築技師・土木技師職種で1級建築士・1級土木施工
管理技士の資格を有する人は1次試験を免除します。
場所　1次試験：野本電設工業コスモスプラザ(予定)
　　　2次・3次試験：市役所古河庁舎(予定)

申込期限　7月31日㈬
採用試験案内の配布場所　 職員課
※市ホームページからもダウンロード可。
問　 職員課

試験職種 採用
予定数 受験資格および年齢要件

一般事務 A 20人程度

平成9年4月2日以降に生まれ、
学校教育法による大学(短期大学
を除く)またはこれと同等と認め
られる学校を令和7年3月末日ま
でに卒業見込みの人

一般事務 B 6人程度
平成6年4月2日以降に生まれ、
学校教育法による大学(短期大学
を除く)またはこれと同等と認め
られる学校を卒業した人

一般事務 C 3人程度

平成11年4月2日～平成19年4
月1日に生まれ、学校教育法に
よる高等学校またはこれと同等
と認められる学校を卒業、もし
くは令和7年3月末日までに卒業
見込みの人

試験職種 採用
予定数 受験資格 年齢

要件

建築技師 3人程度
学校教育法による大学もしく
は短期大学またはこれと同等
と認められる学校を卒業、ま
たは令和7年3月末日までに
卒業見込みの人

平 成 元
年4月2
日 以 降
に 生 ま
れた人

土木技師 3人程度

保育士 1人程度 保育士(令和7年3月末日まで
に取得見込みを含む)

保健師 1人程度 保健師(令和7年3月末日まで
に取得見込みを含む)

社会福祉士 1人程度 社会福祉士(令和7年3月末日
までに取得見込みを含む)

作業療法士 1人程度 作業療法士(令和7年3月末日
までに取得見込みを含む)

学芸員
(書法史) 1人程度

学芸員の資格を有し、学校教
育法による大学(大学院を含
み、短期大学を除く)におい
て書法史を専攻し卒業(修了)
した人

昭和54
年4月2
日 以 降
に 生 ま
れた人

令和7年4月1日付採用　市役所職員募集




